
赤い羽根「災害見舞金」制度のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１  上記のうち、どちらか１つの見舞金贈呈となります。  

 

注２  災害救助法の適用となる災害及びり災者の故意または  

重大な過失によるものは適用除外となります  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道共同募金会では、火災等により人命や住家屋に対する被害が生じた被災者に

対して、共同募金運動の理念である「相互扶助」の精神に基づき、災害見舞金を贈呈

しています。 

火災により自己所有の住家に被害を受けた場合 

 

全焼・・・・・・・・２万円 

半焼・・・・・・・・１万円 

火災により死亡された場合 

 

世帯員１人・・・・・・・・・・・・・２万円 

（２人以上については１人につき１万円を加算） 

赤い羽根「災害見舞金」に関するお問い合わせはこちら 
 

札幌市共同募金委員会（札幌市社会福祉協議会内） 

 または各区共同募金委員会（裏面）まで 

札幌市中央区大通西１９丁目 1-1 札幌市社会福祉総合センター３階 

TEL 614-3532  FAX 614-1109 

 URL：http://sapporo-shakyo.or.jp/donation/fund-raise/akaihane-saigaimimaikin.html 



 

団体名 住 所 電話・ＦＡＸ 

中央区共同募金委員会 〒060-8612 TEL.011-281-6113 

  札幌市中央区南３条西１１丁目 FAX.011-208-0881 

  中央区複合庁舎５階   

北区共同募金委員会 〒001-0024 TEL.011-757-2482 

  札幌市北区北２４条西６丁目 FAX.011-737-7270 

  北区役所１階   

東区共同募金委員会 〒065-8612 TEL.011-741-6440 

  札幌市東区北１１条東７丁目 FAX.011-721-6444 

  東区民センター１階   

白石区共同募金委員会 〒003-8612 TEL.011-861-3700 

  札幌市白石区南郷通１丁目南８－１ FAX.011-866-8999 

  白石区複合庁舎１階   

厚別区共同募金委員会 〒004-8612 TEL.011-895-2483 

  札幌市厚別区厚別中央１条５丁目 FAX.011-896-4260 

  厚別区民センター１階   

豊平区共同募金委員会 〒062-0936 TEL.011-815-2940 

  札幌市豊平区平岸６条１０丁目 FAX.011-815-7370 

  豊平区民センター１階   

清田区共同募金委員会 〒004-8613 TEL.011-889-2491 

  札幌市清田区平岡１条１丁目 FAX.011-889-2492 

  清田区総合庁舎３階   

南区共同募金委員会 〒005-8612 TEL.011-582-2415 

FAX.011-582-7370   札幌市南区真駒内幸町２丁目 

  南区役所３階 

西区共同募金委員会 〒063-0812 TEL.011-641-6996 

FAX.011-611-6620   札幌市西区琴似２条７丁目 

  西区役所１階 

手稲区共同募金委員会 〒006-0811 TEL.011-681-2644 

FAX.011-684-8560   札幌市手稲区前田１条１１丁目 

  手稲区民センター１階 

各区共同募金委員会 


